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自
治
会
等
小
規
模

　
　
　
雪
捨
て
場
事
業

　
住
宅
地
な
ど
に
あ
る
空
き
地
を
地

域
住
民
の
雪
捨
て
場
と
し
て
自
治

会
・
町
内
会
に
無
償
で
貸
し
付
け
し

た
場
合
に
、
そ
の
土
地
の
固
定
資
産

税
の
一
部
を
免
除
し
ま
す
。

　
対
象
の
土
地
の
今
年
度
の
固
定
資

産
税
額
か
ら
契
約
期
間
（
最
長
４
カ

月
）
に
応
じ
て
免
除
し
ま
す
。
詳
し

く
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
自
治
会
や
町
内
会
内
に
あ
る
土
地

ま
た
は
隣
接
す
る
、
原
則
１
５
０
㎡

（
約
45
坪
）
以
上
の
土
地
で
あ
る
こ

と・
書
面
に
よ
り
使
用
貸
借
契
約
を
締

結
す
る
こ
と

※
契
約
書
様
式
は
市
役
所
で
準
備
し

ま
す
。

・
貸
借
期
間
は
原
則
12
月
１
日
～
３

月
31
日
で
、
少
な
く
と
も
２
月
21
日

～
３
月
31
日
を
含
む
こ
と

・
無
償
の
貸
借
で
あ
る
こ
と

・
農
地
に
つ
い
て
は
、
転
用
（
一
時

転
用
を
含
む
）
の
手
続
き
が
終
了
あ

る
い
は
終
了
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ

と・
原
則
と
し
て
一
筆
単
位
で
あ
る
こ

と・
雪
を
運
ぶ
際
の
通
路
が
公
道
あ
る

い
は
通
行
に
制
限
が
な
い
土
地
で
あ

条
件

対
象
の
土
地

る
こ
と

・
使
用
貸
借
の
期
間
内
は
、
雪
捨
て

場
専
用
と
し
て
使
用
す
る
こ
と

・
既
に
雪
捨
て
場
と
し
て
開
放
し
て

い
る
公
園
な
ど
の
状
況
か
ら
不
要
と

判
断
さ
れ
る
土
地
で
な
い
こ
と

　

 

総
合
政
策
課 

℡
89
・
２
１
４
２

令
和
６
・
７
年
入
札
参

加
資
格
・
契
約
希
望
者

　
　
　
申
請
受
け
付
け

●
物
品
お
よ
び
委
託
等
指
名
競
争
入

札
等
参
加
資
格
申
請

　
指
名
競
争
入
札
な
ど
に
参
加
を
希

望
す
る
方
は
、
物
品
等
指
名
競
争
入

札
等
参
加
資
格
申
請
書
な
ど
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

●
小
規
模
修
繕
等
契
約
希
望
者
登
録

申
請

　
契
約
希
望
者
と
し
て
登
録
を
希
望

す
る
方
は
、
小
規
模
修
繕
等
契
約
希

望
者
登
録
申
請
書
な
ど
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
能
代
市
内
に
主

た
る
営
業
所
（
本
社
）
を
有
す
る
方

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

提
出
先 

契
約
検
査
課
、
地
域
局
総

務
企
画
課
（
申
請
書
や
記
入
要
領
を

配
布
し
て
い
ま
す
。
申
請
書
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
）

　
　
　
　

11
月
１
日
㈬
～
30
日
㈭

（
閉
庁
日
除
く
）
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
15
分

問提
出
日
時　

　

 

契
約
検
査
課 

℡
89
・
２
２
２
２

車
両
を
売
却
し
ま
す

車
名　
軽
自
動
車
ス
ズ
キ
エ
ブ
リ
イ

初
年
度
登
録　
平
成
20
年
５
月

走
行
距
離　
11
万
５
５
４
０
㎞
（
令

和
５
年
10
月
２
日
現
在
）

車
検　
令
和
６
年
５
月
26
日
ま
で

物
品
確
認　
10
月
31
日
㈫
午
後
５
時

ま
で

　

 

入
札
…
契
約
検
査
課

℡
89
・
２
２
２
２

　

 

物
品
確
認
…
下
水
道
課

℡
89
・
２
２
０
２

施
設
休
館
の
お
知
ら
せ

　
館
内
ワ
ッ
ク
ス
清
掃
に
伴
い
次
の

期
間
休
館
し
ま
す
。

●
二
ツ
井
公
民
館

　
 

11
月
15
日
㈬
午
後
１
時
～
17
日

㈮
午
後
５
時

●
二
ツ
井
分
館

　

 
11
月
16
日
㈭
午
後
１
時
～
18
日

㈯
午
後
５
時

　

 

二
ツ
井
公
民
館℡

73
・
２
５
９
０

問概
要

問日日問

消費一口メモ　　 各種証明書をスマホから申請できます
消防署員をかたった訪問に注意！

　消防署員をかたり、「消火器・住宅用火災警報
器の訪問販売や点検を勧められ、高額な代金を請
求された」という相談は、年間を通じて多く寄せ
られます。
　中には、普段使用していない部屋への設置を勧
められ、設置後に高額な代金を支払ったという事
例もありました。
　消防署では、住宅用消火器や火災警報器の訪問
販売や点検に伺うことはありません。不審な訪問
や電話勧誘があった場合は、最寄りの消費生活セ
ンターや消防署へご連絡ください。
　 能代市消費生活センター ℡89-2939
　 能代山本広域消防本部 ℡52-3311
問

173

　10月１日から、スマートフォンとマイナン
バーカードを利用して各種証明書の交付を請求
し、自宅で受け取ることができるオンライン申請
サービスを開始しました。窓口に出向くことな
く、24時間365日、いつでもどこでも申請がで
きますので、ぜひご利用ください。
　　　　　　　
①住民票の写し②印鑑登録証明書③戸籍全部事項
証明書（戸籍謄本）・戸籍個人事項証明書（戸籍抄
本）④除籍・改製原戸籍謄抄本⑤戸籍の附票の写し
⑥身分証明書・独身証明書⑦所得・課税証明書
決済方法  クレジットカード決済

※証明書交付手数料および郵送料を合
わせて決済します。
　 市民保健課 ℡89-2133

請求できる証明書

問 市ホームペー
ジから申請で
きます


